
コード番号 コード番号

★指導員（注１） A５２

★児童指導員（注２） A５３

★保育士（注３） A５４

児童発達支援管理責任者 A５５

指定施設における相談援助実務の範囲 ★障害福祉サービス経験者（注４） A５６

次の施設・事業において福祉に関する相談援助の業務に従事した方は、社会福祉士の受験に必要な実務経験を有するものと認められます。 機能訓練担当職員（心理指導担当職員に限る） A５７

★児童指導員（注２） A５８

施設種類 相談援助実務の実務経験として認められる職種 コード番号 ★保育士（注３） A５９

児童発達支援管理責任者 A６０

児童福祉司 A１ 機能訓練担当職員（心理指導担当職員に限る） A６１

受付相談員 A２ ★指導員（注１） A６２

相談員 A３ ★児童指導員（注２） A６３

電話相談員 A４ ★保育士（注３） A６４

児童心理司 A５ 児童発達支援管理責任者 A６５

児童指導員 A６ ★障害福祉サービス経験者（注４） A６６

保育士 A７ 機能訓練担当職員（心理指導担当職員に限る） A６７

母子支援員、母子指導員 A８ ★訪問支援員（保育士、児童指導員、心理指導担当者職員に限る）（注１） A６８

少年指導員（少年を指導する職員） A９ 児童発達支援管理責任者 A６９

個別対応職員 A１０ ★訪問支援員（保育士、児童指導員、心理指導担当者職員に限る）（注１） A７０

自立支援担当職員 A１１ 児童発達支援管理責任者 A７１

児童指導員 A１２ 相談支援専門員 A７２

保育士 A１３ 相談支援員 A７３

個別対応職員 A１４ 児童指導員 A７４

家庭支援専門相談員 A１５ 保育士 A７５

職業指導員 A１６ 個別対応職員 A７６

里親支援専門相談員 A１７ 家庭支援専門相談員 A７７

自立支援担当職員 A１８ 里親支援専門相談員 A７８

★児童指導員（注２） A１９ ★児童指導員（注２） A７９

★保育士（注３） A２０ ★保育士（注３） A８０

心理担当職員 A２１ 相談援助業務を行っている指導員 A８１

児童発達支援管理責任者 A２２ 個別対応職員 A８２

★児童指導員（注２） A２３ 自立支援担当職員 A８３

★保育士（注３） A２４ 相談援助業務を行っている指導員 A８４

★児童指導員（注２） A２５ 小児慢性特定疾病児童等自立支援員 A８５

★保育士（注３） A２６ 相談援助業務又は自立支援を行う職員 A８６

★児童指導員（注２） A２７ 訪問支援者 A８７

★保育士（注３） A２８ 職員のうち相談援助業務を行っている者 A８８

★児童指導員（注２） A２９ 相談援助業務を行っている職員 A８９

★保育士（注３） A３０ 支援コーディネーター A９０

児童指導員 A３１ 生活相談支援員 A９１

保育士 A３２ 就労相談支援員 A９２

個別対応職員 A３３ 支援コーディネーター A９３

家庭支援専門相談員 A３４ 母子支援員 A９４

自立支援担当職員 A３５ 訪問支援員 A９５

★児童指導員（注２） A３６ 相談援助業務を行っている職員 A９６

★保育士（注３） A３７ 児童の福祉及び妊産婦の福祉に関する相談に応ずる職員 A９７

心理指導員（心理指導を担当する職員） A３８ 母子保健に関する各種の相談に応ずる職員 A９８

児童自立支援専門員 A３９ 統括支援員 A９９

児童生活支援員 A４０ 相談支援業務を行っている職員 A１００

個別対応職員 A４１ 相談支援業務を行っている職員 A１０１

家庭支援専門相談員 A４２ 相談支援業務を行っている職員（相談員） A１０２

職業指導員 A４３ 地域生活支援事業 障害児等療育支援事業を行っている施設 相談支援業務を行っている職員 A１０３

自立支援担当職員 A４４ 相談支援業務を行っている職員 A１０４

児童家庭支援センター 相談員（児童・家庭等に対し、福祉に関する相談・助言を行う職員） A４５

里親制度等普及促進担当者 A４６

里親支援員 A４７ ★児童指導員（注２） A１０６

里親研修担当者 A４８ ★保育士（注３） A１０７

家庭支援専門相談員 A４９ スクールソーシャルワーカー A１０８

自立支援担当職員 A５０ 相談支援業務を行っている職員 A１０９

養親等相談支援員 A５１ 相談支援業務を行っている職員 A１１０

注１ 「指導員・訪問支援員」のうち、「介護等の業務を行う指導員・訪問支援員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福祉士国家試験のみ受験できます）

注２ 「児童指導員」のうち、「入所者の保護に直接従事する児童指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福祉士国家試験のみ受験できます）

注３ 「保育士」のうち、「入所者の保護に直従事する児童指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福祉士国家試験のみ受験できます）

注４ 「障害福祉サービス経験者」のうち、「介護等の業務を行う障害福祉サービス経験者」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福祉士国家試験のみ受験できます）

なお、「障害福祉サービス経験者」とは、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第15号）第66条第1項第1号に定める障害福祉サービス経験者（高等学校の卒業者等であって、2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事した者）をいい、

「障害福祉サービス」とは、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第5条第1項に規定する障害福祉サービスを言います。

★印の職種のうち、介護福祉士養成施設等を卒業した経過措置対象者（期限付き介護福祉士登録者が、経過措置期間に主たる業務として介護等の業務に5年間従事して経過措置の解除を行おうとする場合には、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。

知的障害児通園施設

重症心身障害児施設

児童自立支援施設

里親支援センター

養育支援訪問事業を行っている事業所

児童厚生施設（児童遊園を除く）

こども家庭センター

地域子育て相談機関

児童福祉法 乳児院

指定発達支援医療機関

・肢体不自由児施設支援・重症心身障碍者施設支援

国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構が設置する医療機関であって厚生労働大臣が指定するもの

障害児相談支援事業

放課後等デイサービス事業を行う施設

障害児通所支援事業

（児童発達支援センターを除く）

児童自立生活援助事業を行っている施設

親子再統合支援事業を行っている事業所

児童福祉法

医療型児童発達支援事業を行う施設

児童発達支援事業を行う施設

居宅訪問型児童発達支援事業を行う施設

保育所等訪問支援事業を行う施設

地域子育て支援拠点事業を行っている施設

児童心理治療施設

（旧：情緒障害児短期治療施設）

盲ろうあ児施設

肢体不自由児施設

・肢体不自由児施設・肢体不自由児通園施設・肢体不自由児療護施設

児童相談所

母子生活支援施設

児童養護施設

障害児入所施設

・児童発達支援センター（障害児通所支援事業）

知的障害児施設

妊産婦等生活援助事業を行っている事業所

児童育成支援拠点事業を行っている事業所

子育て世帯訪問支援事業を行っている事業所

社会的養護自立支援拠点事業を行っている事業所

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を行っている事業所

若者被害女性等支援事業を行っている施設

相談支援業務を行っている職員 A１０５

利用者支援事業を行っている施設

児童デイサービス事業（障害児通園事業）

心身障害児総合通園センター

スクールソーシャルワーカー活用事業に基づく教育機関

子ども家庭総合支援拠点

医療的ケア児支援センター

重症心身障害児（者）　通園事業を行う施設

その他

子育て短期支援事業

（短期入所生活支援事業、夜間養護等事業）

・乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、及び保育所等において実施する事業

◆社会福祉士における実務経験に該当する施設及び相談援助業務の範囲

実務経験

児童分野

施設種類

児童分野

次の実務経験の対象となる施設・事業、職種は、「指定施設における業務の範囲及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の範囲等について（昭和63年2月12日付社庶第29号）」

厚生労働局長、厚生労働省児童家庭局長通知により定められています。※2025年8月現在

コード番号は、実務経験申告書・実務経験証明書〈個票〉にご記入下さい。
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施設種類 相談援助実務の実務経験として認められる職種 コード番号 コード番号 コード番号

相談員 Ｂ１

介護支援専門員（配置基準により配置されている資格保有者に限る） Ｂ２

支援相談員 Ｂ３

介護支援専門員（配置基準により配置されている資格保有者に限る） Ｂ４

介護医療院 介護支援専門員（配置基準により配置されている資格保有者に限る） Ｂ５

指定介護療養型医療施設 介護支援専門員（配置基準により配置されている資格保有者に限る） Ｂ６

包括支援事業に係る業務を行う職員（注５）保健師・主任介護支援専門員等 Ｂ７ 心理判定士 C１０

生活相談員 Ｂ８ 知的障害者福祉司 C１１

計画作成担当者 Ｂ９ 心理判定士 C１２

職能判定員 C１３

ケース・ワーカー C１４

★生活支援員（注７） C１５

就労支援員 C１６

サービス管理責任者 C１７

★指導員（注７） C１８

管理人 C１９

相談援助を行っている職員 C２０

オペレーター B１４ 身体障害者療護施設 ★生活支援員（注７） C２２

オペレーションセンター従事者 B１５ 身体障害者授産施設（入所、通所、小規模通所） ★生活支援員（注７） C２３

身体障害者福祉工場 ★指導員（注７） C２４

精神保健福祉士 C２５

精神障害者社会復帰指導員 C２６

精神保健福祉士 C２７

介護支援専門員（配置基準により配置されている資格保有者に限る） B１８ 精神障害者社会復帰指導員 C２８

生活相談員 B１９ 精神保健福祉士 C２９

介護支援専門員（配置基準により配置されている資格保有者に限る） B２０ 精神障害者社会復帰指導員 C３０

介護支援専門員（配置基準により配置されている資格保有者に限る） B２１ 精神障害者福祉ホーム 管理人 C３１

担当職員 B２２ 知的障害者更生施設（入所、通所） ★生活支援員（注７） C３２

担当職員 B２３ 知的障害者授産施設（入所、通所、小規模通所） ★生活支援員（注７） C３３

知的障害者通勤寮 ★生活支援員（注７） C３４

★生活支援員（注７） C３５

生活相談員 B２４ サービス管理責任者 C３６

生活相談員 B２５ ★生活支援員（注７） C３７

生活相談員 B２６ サービス管理責任者 C３８

★生活支援員（注７） C３９

就労支援員 C４０

相談・指導を行う職員 B２８ 職業指導員（相談援助業務を行う者に限る） C４１

生活相談員 B２９ サービス管理責任者 C４２

生活相談員 B３０ ★生活支援員（注７） C４３

相談援助業務を行っている職員 B３１ 職業指導員（相談援助業務を行う者に限る） C４４

生活相談員 B３２ サービス管理責任者 C４５

相談援助業務を行っている職員 B３３ 就労定着支援員 C４６

生活援助員 B３４ サービス管理責任者 C４７

地域生活支援員 C４８

サービス管理責任者 C４９

相談援助業務を行っている職員 B３６ 療養介護を行う施設 相談援助業務を行っている職員 C５０

身体障害者福祉司 C１

心理判定員 C２

職能判定員 C３ 重度障害者等包括支援を行う施設 相談援助業務を行っている職員 C５２

ケース・ワーカー C４ 共同生活介護を行う施設 相談援助業務を行っている職員 C５３

相談支援専門員 C５５

相談援助業務を行っている職員 C６ 相談支援専門員 C５６

相談支援員 C５７

注意７ 「生活支援員・生活指導員・指導員」のうち、「介護等の業務を行う生活支援員・生活指導員・指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、 相談支援専門員 C５８

その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福祉士のみ受験できます） 身体障害者支援事業を行っている施設 相談援助業務を行っている職員 C５９

★印の職種のうち、介護福祉士養成施設等を卒業した経過措置対象者（期限付き介護福祉士登録者）が、 日中一時支援事業を行っている施設 相談援助業務を行っている職員 C６０

経過措置期間に主たる業務として介護等の業務に5年間従事して経過措置の解除を行おうとする場合には、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。 障害者相談支援事業を行っている施設 相談援助業務を行っている職員 C６１

障害児等療育支援事業を行っている施設 相談援助業務を行っている職員 C６２

精神保健及び

精神障害者福

祉に関する法

律

精神保健福祉センター

C７

C８

C９

C２１

C５１

施設種類

児童分野 児童分野

介護保険法

介護保険施設

指定介護老人福祉施設
精神保健福祉相談員

（精神障害者に関する相談援助業務を行っている職員）

介護老人保健施設
精神保健福祉士

（精神障害者に関する相談援助業務を行っている職員）

精神科ソーシャルワーカー

（精神障害者に関する相談援助業務を行っている職員）

地域包括支援センター

知的障害者福

祉法
知的障害者更生相談所

指定特定施設入居者生活介護を行う施設

・指定地域密着型特定施設　入居者生活介護を行う施設

・指定介護予防特定施設　入居者生活介護を行う施設　を含む

障害者支援施設

地域活動支援センター指定短期入所生活介護を行う施設

・基準該当短期入所生活介護を行う施設

・指定介護予防短期入所生活介護を行う施設

・基準該当介護予防短期入所生活介護を行う施設　を含む

指定夜間対応型訪問介護を行う施設

指定通所介護を行う施設

・基準該当通所介護を行う施設

・指定地域密着型通所介護を行う施設

・指定介護予防通所介護を行う施設

・基準該当介護予防通所介護を行う施設

・第一号通所事業を行う施設（注６）

・指定認知症対応型通所介護を行う施設

・指定介護予防認知症対応型通所介護を行う施設　を含む

生活相談員 Ｂ１０

障害者総合支

援法

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う施設

指定小規模多機能型居宅介護を行う施設

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行う施設を含む）
介護支援専門員（配置基準により配置されている資格保有者に限る）

知的障害者援護施設

介護予防支援事業を行っている事業所

第一号介護予防支援事業を行っている事業所

注５　　　「包括的支援事業」のうち、一部の事業は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。通知の内容を必ず確認してください。

障害福祉サービス事業

老人福祉センター（特A型・A型・B型）

老人短期入所施設

相談援助業務を行っている生活援助員

サービス付き高齢者向け住宅

B３５

C５

★生活支援員（注７）

指定通所リハビリテーションを行う施設

（指定介護予防通所リハビリテーションを行う施設を含む）

※老人保健施設において実施されているものに限る

支援相談員

指定短期入所療養介護通を行う施設

（指定介護予防入所療養介護通を行う施設行う施設を含む）

※老人保健施設において実施されているものに限る

支援相談員

B１１

B１２

B１３

精神障害者社会復帰施設

精神障害者生活訓練施設

指定認知症対応型共同生活介護を行う施設

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行う施設を含む）
介護支援専門員（配置基準により配置されている資格保有者に限る）

精神障害者授産施設（入所、通所、小規模通所）
指定複合型サービスを行う施設

精神障害者福祉工場指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う施設

B１６

B１７

居宅介護支援事業を行っている事業所

生活相談員 福祉ホーム

基幹相談支援センター

身体障害者更生援護施設

身体障害者更生施設

・肢体不自由者更生施設

・視覚障害者更生施設

・聴覚・言語障害者更生施設

・内部障害者更生施設

生活介護を行う施設
注６　　　「第一号通所事業」のうち、事業者指定を受けていないもの等は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。通知の内容を必ず確認してください。

老人福祉法

養護老人ホーム

自立訓練を行う施設

（機能訓練、生活訓練）

特別養護老人ホーム（地域密着型特別養護老人ホームを含む）

軽費老人ホーム

・都市型軽費老人ホーム

・軽費老人ホーム（A型・B型）

・ケアアウス等　を含む 就労移行訓練を行う施設

（認定就労移行支援を含む）

主任生活相談員 B２７

就労継続支援を行う施設

（A型B型）

老人デイサービスセンター

老人介護支援センター（在宅介護支援センター）

有料老人ホーム

相談支援事業を行う施設

地域生活支援事業

C５４

身体障害福祉センター

・身体障害者福祉センター（A型・B型）

・在宅障害者デイサービス施設（身体障害者デイサービスセンター）

・障害者更生センター

身体障害者に関する相談に応ずる職員

一般相談支援事業所

特定相談支援事業所
点字図書館

就労定着支援を行う施設
高齢者総合相談センター

短期入所を行う施設

・身体障害者短期入所事業

・知的障害者短期入所事業　を含む

相談援助業務を行っている職員

障害者分野

身体障害者

福祉法

身体障害者更生相談所

共同生活援助を行う施設

・精神障害者グループホーム

・知的障害グループホーム　　を含む

相談援助業務を行っている職員

その他

生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）

自立生活援助を行う施設

高齢者の安心な住まいの確保に資する事業

・高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）

・多くの高齢者が居住する集合住宅等において実施する事業
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施設種類 相談援助実務の実務経験として認められる職種 コード番号 コード番号 コード番号

相談援助業務を行っている指導員 C６３

相談援助業務を行っているケースワーカー C６４

相談支援を担当する職員 C６５

就労支援を担当する職員 C６６

障害者職業カウンセラー C６７ 相談援助業務を行っている指導職員 D３２

障害者職業カウンセラー C６８ 専門員（日常生活自立支援事業を行う職員） D３３

職場適応援助者 C６９

専門員（日常生活自立支援事業を行う職員） D３５

主任就業支援担当者 C７１ 福祉活動専門員 D３６

就業支援担当者 C７２

主任職場定着支援担当者 C７３

生活支援担当職員 C７４ 相談支援員 D３８

精神・発達障害者雇用トータルサポーター C７５ 心理支援員 D３９

障害学生等雇用トータルサポーター C７６ 女性相談支援員 D４０

相談援助業務を行っている指導員 C７７ 入所者の自立支援を行う職員 D４１

相談援助業務を行っている職員 C７８

地域体制整備コーディネーター C７９

地域移行推進員 C８０ 母子保健に関する各種の相談に応ずる職員 D４３

地域体制整備コーディネーター C８１ 相談に応ずる職員 D４４

地域移行推進員 C８２ 刑務官 D４５

法務教官 D４６

法務技官（心理） D４７

福祉専門官 D４８

法務教官 D４９

法務技官（心理） D５０

福祉専門官 D５１

法務教官 D５２

法務技官（心理） D５３

保護観察官 D５４

社会復帰調整官 D５５

保護観察官 D５６

社会復帰調整官 D５７

補導主任 D５８

補導員 D５９

福祉職員 D６０

心理判定員（精神障害者に関する相談援助業務を行っている職員） D４ 薬物専門職員 D６１

退院後生活環境相談員 D５ 裁判所法 家庭裁判所調査官 D６２

生活指導員 D7

生活指導員 D8

指導員（作業指導員、職業指導員を除く） D9 相談援助業務を行っている職員 D６７

指導員（作業指導員、職業指導員を除く） D10 母子・父子自立支援プログラム策定員 D６８

就労支援員 D11 就業支援専門員 D６９

生活支援員 D12 相談援助業務を行っている職員 D７０

生活支援提供責任者 D13 就労支援員 D７１

主任相談支援員 D14 ひきこもり支援コーディネーター D７２

相談支援員 D15 その他相談援助業務を行っている専任の職員 D７３

就労支援員 D16 相談援助業務を行っている職員 D７４

家計改善支援員（家計相談支援員を含む） D17 相談援助業務を行っている相談員 D７５

就労支援準備担当者 D18 生活相談指導員 D７６

査察指導員（指導監督を行う職員） D19 相談援助業務を行っている職員 D７７

身体障害者福祉司（指導監督を行う職員） D20 相談援助業務を行っている職員 D７８

知的障害者福祉司（指導監督を行う職員） D21 主任相談支援員 D７９

老人福祉指導主事（指導監督を行う職員） D22 相談支援員 D８０

現業員・ケースワーカー D23 就労支援員 D８１

家庭児童福祉主事 D24 家計相談支援員 D８２

家庭相談員 D25 支援コーディネーター D８３

面接相談員 D26 相談援助業務を行っている職員 D８４

女性相談支援員 D27 相談援助業務を行っている職員 D８５

母子・父子自立支援員 D28 相談援助業務を行っている職員 D８６

母子相談員 D29 相談援助業務を行っている職員※養成施設が審査にて決定 D８７

職業安定法 公共職業安定所

「セーフティネット支援対策等事業の実施について」別添１の３（１）

に規定する就労支援事業に従事する就労支援員

生活保護法第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業に従事する

就労支援員

女性自立支援施設

のぞみの

園法

発達障害者

支援法

C８３

C８４

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設「のぞみの園」

発達障害者支援センター

広域障害者職業センター

地域障害者職業センター

障害者就業・生活支援センター事業

障害者雇用支援センター

障害者の

雇用の促

進等に関

する法律

障害者の雇用の促進等に関する法律第28条第1号、第2号及び第7号に規

定する業務を行う職員

相談援助業務を行っている職員

（主として高齢者、障害者、児童、生活困窮者、その要支援者に対する

ものに限る。）

社会福祉法

福祉事務所

D３０

D３１

D３４

D３７

D４２

ひきこもり地域支援センター

その他

病院・診療所

宿所提供施設

被保護者就労支援事業を行っている事業所

日常生活支援住居施設

生活困窮者

自立支援法

C７０

施設種類

障害者分野 児童分野

知的障害者福祉工場

聴覚障害者情報提供施設

アウトリーチ事業、アウトリーチ支援に係る事業を行っている施設

第1号職場適応援助者助成金受給資格認定法人

相談援助業務を行っている職員

（医師、保健師、看護師、作業療法士、その他医療法に規定する病院と

して必要な職員を除く。）

第1号職場適応援助者養成研修又は訪問型職場適応援助者養成研修を終了

した職員であって、職場適応援助を行ってい者

精神障害者地域移行支援特別対策事業を行っている施設

精神障害者地域移行・地域定着支援事業を行っている施設

相談援助業務を行っている職員

（医師、保健師、看護師、作業療法士、その他医療法に規定する病院と

して必要な職員を除く。）

精神障害アウトリーチ推進事業を行っている施設

女性相談支援センター
困難な問題を抱

える女性への支

援に関する法律

母子・父子福祉センター
母子及び並び

に寡婦福祉法

母子健康包括支援センター

福祉事務所社会福祉法

精神保健福祉士

（精神障害者に関する相談援助業務を行っている職員）

精神科ソーシャルワーカー

（精神障害者に関する相談援助業務を行っている職員）

地域保健法 保健所

訪問型職場適応援助者助成金受給資格認定法人
訪問型職場適応援助者養成研修を修了した職員であって、職場適応援助

を行っている者

その他

その他の分野

精神保健福祉相談員

（精神障害者に関する相談援助業務を行っている職員）

生活困窮者自立相談支援事業を行っている自立相談支援機関

生活困窮者家計改善支援事業を行っている事業所

生活困窮者就労準備支援事業を行う事業所

医療法

生活保護法

C８５

C８６

D１

D２

D３

D6

救護施設

授産施設

更生施設

相談員（医療ソーシャルワーカー等）

次のアからエまでの相談援助業務を行っている職員

ア　患者の経済的問題の解決、調整に係る相談援助

イ　患者が抱える心理的・社会的問題の解決、調整に係る相談援助

ウ　患者の社会復帰に係る相談援助

エ　以上の相談援助業務を行うための地域における保健医療福祉の関係

機関、関係職種等との連携等の活動

隣保館

相談援助業務を行っている職員

（主として高齢者、障害者、児童、生活困窮者、その要援護者に対する

ものに限る。）

D６５

配偶者暴力

防止法
配偶者暴力相談支援センター 女性相談支援員 D６６

相談援助業務を行っている指導員 D６３

難病の患者に対する

医療等に関する法律
難病相談支援センター 難病相談支援員 D６４

労働者災害

補償保険法
労災特別介護施設

母子及び父子の相談を行う職員

母子保健法

刑事収容施設及

び被収容者等の

処遇に関する法

少年院法

少年

鑑別所法

刑事施設

少年院

少年鑑別所

産後ケア事業を実施する施設

成年後見制度の利用

の促進に関する法律
「権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり」において設置される中核機関 相談援助業務を行っている職員

保護観察所

更生保護施設

家庭裁判所

更生保護法

更生保護

事業法

地方更生保護委員会

地域生活定着支援センター

ホームレス総合相談推進業務を行っている事業所

ホームレス自立支援センター

都道府県社会福祉協議会

市町村（特別区を含む）社会福祉協議会

子ども・若者総合相談センター

地域居住支援を行っている事業所

厚生労働大臣が個別に認めた施設

東日本大震災の被災者に対する相談援助業務を実施する事業所

被災者に対する相談援助業務を実施する事業所

自立相談支援機関（自立相談支援モデル事業）

家計相談支援モデル事業を行っている事業所

高次脳機能障害者の支援の拠点となる機関

地域若者サポートステーション

母子家庭等就業・自立支援センター事業、一般市等就業・自立支援事業をおこなっている施設

母子・父子自立支援プログラム策定事業

就業支援専門員配置等事業

地域福祉センター

就労支援事業を行っている事業所（自立支援プログラム策定実施推進事業実施要領に規定する事業）
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施設種類 相談援助実務の実務経験として認められる職種 コード番号

生活支援員 E１

生活指導員 E２

身体障害者福祉ホーム 管理人 E３

精神保健福祉士 E４

精神障害者社会復帰指導員 E５

精神障害者退院促進支援事業を行っている施設 相談援助業務を行っている職員 E７

指導員 E８

生活指導員 E９

相談援助業務を行っている職員 E１０

知的障害者福祉ホーム 管理人 E１１

「障害者110番」運営事業を行っている施設 相談援助業務を行っている相談員 E１５

家庭支援電話相談（子ども・家庭110番）事業（中央児童相談所において実施する事業） 電話相談員 E１８

ヴェトナム難民収容施設（日本赤十字社が設置するもの） 相談援助業務を行っている相談員 E１９

乳幼児健全育成相談事業

・保育所

・乳児院において実施する事業

相談援助業務を行っている相談員 E２１

すかやかテレホン事業（青少年相談センターにおいて実施する事業） 相談援助業務を行っている相談員 E２２

知的障害者専門相談（法的助言・相談）事業（都道府県・指定郡市等において実施する事業） 相談援助業務を行っている相談員 E２３

地域子育て支援センター事業を行っている施設 相談援助業務を行っている相談員 E２４

障害者デイサービスを行う施設（障害者自立支援法障害福祉サービス事業）

・身体障害者デイサービス事業

・知的障害者デイサービス事業

E１２

E１３

E１４

以下に掲げる事業・職種は、すでに廃止されていますが

過去においてこれらの事業に従事していた期間は、社会福祉士の受験に必要な、実務経験の対象になります。

重度身体障害者更生援護施設

経過的精神障害者地域生活支援センター事業を行っている施設

（障害者自立支援法地域生活支援事業）【平成18年10月～19年3月】
相談援助業務を行っている職員

精神障害者地域生活支援センター

E６

E１６

E17

E２０

現在廃止事業の分野

高齢者住宅等安心確保事業

・高齢者世話付き住宅（シルバーハウジング）

・高齢者向け有料賃貸住宅

・高齢者円滑入居賃貸住宅（登録住宅等において実施する事業）

高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）生活援助員派遣事業

・高齢者世話付住宅において実施する事業

生活援助員

相談援助業務を行っている相談員

子ども家庭相談事業

・児童センター

・市に設置された児童館において実施する事業

知的障害者デイサービスセンター

〈身体障害者相談支援事業（市町村障害社者生活支援事業）〉

・身体障害者更生施設

・身体障害者療養施設

・身体障害者福祉センター

・身体障害者デイサービスセンター等において実施する事業

〈障害児相談支援事業、知的障害者相談支援事業（療育等支援施設事業）〉

・知的障害児施設

・知的障害児通園施設

・自閉症児施設

・盲ろうあ児施設

・難聴幼児通園施設

・肢体不自由児施設

・肢体不自由療護施設

・肢体不自由児通園施設

・重症心身障害児施設

・知的障害者更生施設

・知的障害者授産施設において実施する事業

相談援助業務を行っている職員

知的障害者生活支援事業

・知的障害者通勤寮

・知的障害者更生施設

・知的障害者授産施設

・障害者能力開発施設において実施する事業

相談援助業務を行っている職員

相談援助業務を行っている職員

相談援助業務を行っている職員

経過的デイサービス事業を行っている施設

（障害者自立支援法地域生活支援事業）【平成18年10月～19年3月】

4


